
平 成 29 年
７月11日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
人
委
規
則

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

第
十
六
条

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
の
う
ち
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
（
退
職
し
た
条

例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含

む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で
あ
つ
て
、
そ

の
者
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し
て
い
た
県
又

は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
務
又

は
事
業
を
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
法
第
二
十
四
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

三

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で
あ
つ
て
、
そ

の
者
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し
て
い
た
県
又

は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
事
務
又
は
事
業
を
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み

な
し
た
な
ら
ば
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

⚒

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に

定
め
る
者
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「第

16条

」
を
「第

17条

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
第
一
面
）
中

「

受
講
手
当
日
額
円
月
日
給
開
始

特
定
職
種

受
講
手
当
月
額
円
月
日
給
開
始

通
所
手
当
月
額
円
月
日
給
開
始

」
を

「

受
講
手
当
日
額
円
月
日
支
給
開
始

通
所
手
当
月
額
円
月
日
支
給
開
始

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「
（第

16条
関
係

）
」
を
「
（第

17条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
⟹表
中

「第
16条
第
１
項

」
を
「第

17条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
二
の
⟹表
中
「公

共
職
業
安
定
所
又
は

」
を
「公

共
職
業
安
定
所
、
地
方
公

共
団
体
又
は

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「乗

車
(船
)

」
を
「乗

車
、
乗
船
又
は
乗
機

」
に
、
「下

車
(船
)

」
を

「下
車
、
下
船
又
は
降
機

」
に
、

一
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「

」
を

※
鉄

道
賃

※
船
賃

※
車
賃

※
移
転
料

※
着
後
手
当

※
計

距
離
運
賃
急
行
料
金
計
距
離
運
賃
距
離

給
額

距
離

給
額

給
額

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円

※
就
職
先
の
事
業
主
か
ら
給
さ
れ
る
度
金

の
額

円

※
差
引

給
額

円

「

」
に
改
め
る
。

※
鉄

道
賃

※
船
賃

※
航
空
賃

※
車
賃

※
移
転
料
※
着
後
手
当

※
計

距
離
運
賃
急
行
料
金
計
距
離
運
賃
距
離
運
賃
距
離
支
給
額
距
離
支
給
額
支
給
額

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円

※
就
職
先
の
事
業
主
か
ら
支
給
さ
れ
る
支
度
金
の

額
円

※
差
引
支
給
額

円

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中

「

」
を

鉄
道

賃
船

賃
車

賃
宿
泊
料

計
鉄
道
距
離
換

算
キ
ロ
数

距
離
運
賃
急
行
料
金

計
距
離
運
賃
距
離

給
額

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

求
人
者
か
ら
給
さ
れ
る
広
域

求
職
活
動
に
要
す
る
費
用
の
額

円

差
引

給
額

円

「

」
に
改
め
る
。

鉄
道

賃
船
賃
航
空
賃
車
賃
宿
泊
料
計
鉄
道
距

離
換
算

キ
ロ
数

距
離
運
賃
急
行
料
金
計
距
離
運
賃
距
離
運
賃
距
離
支
給
額

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

円
円

円
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

求
人
者
か
ら
支
給
さ
れ
る
広
域
求
職
活

動
に
要
す
る
費
用
の
額

円

差
引

支
給

額
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
十

六
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二

山 口 県 報平成29年７月11日 火曜日 （号 外−32）


